
最新の情報は
市公式ホームページを
ご確認ください。子育て・教育

　市では、「市民だれもが安心して子どもを生み育てるこ
とができるまちづくり」に取り組んできており、未来の真
岡市を担う次世代の育成を推進するため、妊婦さんに対し

出産準備手当（マタニティ手当）
問 こども家庭課 子育て支援係 

☎ 83-8131　 83-8619

　妊娠をされた方に、母子健康手帳の交付をいたします。
　母子健康手帳は、妊娠中から出産、そして育児期間にわ
たって、お母さんとお子様の健康状態を記録する、とても
大切な手帳です。忘れずに手続きをしてください。
　真岡市では、母子健康手帳を交付する際、あわせて妊産
婦医療費受給資格証および妊産婦健康診査受診票等の交
付もしています。
対象となる方 真岡市民
持参するもの 健康保険被保険者証　 

マイナンバーカードまたは通知カード
お渡しするものおよび手続きの内容
⃝母子健康手帳
⃝もおか子育てガイドブック　⃝マタニティカード
⃝妊産婦医療費受給資格証　⃝マタニティ手当の案内
⃝チャイルドシート購入補助制度の案内
⃝とちぎ笑顔つぎつぎカード
⃝ 妊婦保健指導　⃝妊産婦健康診査受診票等

母子健康手帳の交付
問  こども家庭課 母子健康係 

☎ 83-8121　 83-8619

妊娠・出産 「真岡市出産準備手当」を支給しています。
助成額 赤ちゃん（胎児）1人につき　20,000円
支給対象者
❶ 真岡市に住所を有し、妊娠15週を経過した方（妊娠5カ

月以上の方）
❷ 妊娠15週を経過した日から出産日以降6カ月以内に申

請をした方（期限を過ぎると申請できませんのでご注意
ください。）

❸ 妊婦本人およびその配偶者に市税等の滞納がない方
手当の申請
　妊娠16週（5カ月以上）になってから申請することがで
きますので、認定申請書に必要書類を添えてこども家庭課
に提出してください。認定申請には、下記のものが必要と
なります。

出産準備手当認定申請書
母子健康手帳の写し（分娩予定日の記載があること）
妊婦本人の預金通帳

　新しい市民の出生を祝福し、子育て世帯の経済的負担の
軽減を図ることを目的として、紙おむつ券及びごみ袋券を
支給します。
助成額  乳児1人につき 紙おむつ券合計3万6千円分 

ごみ袋券合計2千円分
支給対象者  真岡市に住所を有し、2歳未満の乳児を監護

する者
支給申請に必要な書類

乳児紙おむつ及び乳児紙おむつ用ごみ袋購入助成券支給申請書

乳児紙おむつ及び乳児紙おむつ用ごみ
袋購入助成券支給事業
問 こども家庭課 子育て支援係 

☎ 83-8131　 83-8619

真岡市オリジナルデザイン
の母子健康手帳に、子育て
支援モバイルサービスの
QRコードが入りました。
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　新しい市民の出生を祝福し、未来の真岡市を担う次世代
の育成を推進するため、お母さんに赤ちゃん誕生祝金を支
給します。
助成額
第1子・第2子・・・20,000円
第3子以降・・・・・  30,000円

（2子以上を出産した場合に限る）
支給対象者
❶真岡市に住所を有し、出生届により真岡市に住所を有す

る赤ちゃんを出産した方またはその配偶者
❷出産をした日から6カ月以内に申請をした方
❸本人およびその配偶者に市税等の滞納がない方
認定申請に必要な書類

赤ちゃん誕生祝金認定申請書
母子手帳の写し（第2子以降は、第1子以降の写し）
お母さんの預金通帳

赤ちゃん誕生祝金支給事業
問 こども家庭課 子育て支援係

☎ 83-8131　 83-8619

　市で実施している各種健診は、次のとおりです。

健診項目 対象年齢等 健診方法
健診場所 個人負担

乳幼児健康診査 4カ月児・9カ月児・1歳6カ月児・3歳児・2歳児（歯科）
※個別に通知します

総合福祉
保健センター 無料

4歳児フッ素塗布 4歳児　※個別に通知します 各医療機関 無料

妊産婦健康診査 市内在住の妊産婦 施設健診

※下記が市の助成額となり、これを超えた部分
が自己負担となります。

　第1回目　20,000円　第8回目　11,000円
第11回目　9,000円　産後1か月 2週間　5,000円

　第2～7・9・10・12～14回目　各5,000円
※多胎妊婦に限り15～19回目（5回分）に各5,000

円追加交付

新生児聴覚検査 生後2～3日 各出産分娩
医療機関 1回上限　5,000円を超えた部分が自己負担

1か月児健康診査 1か月児 各医療機関 1回上限　5,000円を超えた部分が自己負担

健康診査事業
問 こども家庭課 母子健康係　☎ 83-8121　 83-8619

　国の定める安全基準に適合するチャイルドシート等を
購入した乳幼児の扶養義務者に費用の一部を補助します。
補助要件
⃝購入日に乳幼児が6歳未満であること
⃝購入日および申請日に乳幼児および扶養義務者が市内

に住所を有していること
⃝扶養義務者およびその世帯員が市税等を完納していること
⃝購入日から起算して1年以内に申請すること
補助金の額 購入価格の1/2以内（限度額10,000円）
申請に必要な書類

領収書（原本で、購入者氏名・品名・購入先が明記されて
おり、代表者印があるもの）
取扱説明書等（品質保証書と製造元等がわかるもの）
申請者名義の預金通帳
真岡市幼児用補助装置購入費補助金交付申請書兼請求書

チャイルドシート等購入費補助制度
問 こども家庭課 子育て支援係

☎ 83-8131　 83-8619

真岡市子育て支援モバイルサービス「わくわく子育てナビ」のご案内
　真岡市では妊娠、出産、育児に関わる市民の方をサポートするため子育て応援サイトを開設しています。
登録しなくても閲覧できるもの

・妊娠中や出産後のサービスの手続き、育児（暮らしや離乳食など）に関する情報
・市の教室（ベビーマッサージなど）、健診の日程や市内のイベントの情報　等
登録後に閲覧できるもの
1．妊婦定期健診結果の入力
2．市内の子どもが遊べる施設や医療機関の検索
3．予防接種スケジュールの管理、接種日お知らせメールの配信
4．お子さんの成長記録の管理、グラフ化
※登録には親子の名前（ハンドルネーム）、誕生日、メールアドレスが必要となります。

サイトへの二次元コード

※真岡市公式アプリからも閲覧できます。
真岡市からのお知らせ→暮らしの情報

74

子
育
て
・
教
育

２１０６真岡市2(SG40)行政最終.indd   74 2023/06/22   15:21:21



75

子
育
て
・
教
育

〈 広 告 〉

２１０６真岡市2(SG40)行政最終.indd   75 2021/04/1    13:56:33



事業名 内容 回数等

子育て世代包括支援センター
（真岡すくすく子育て相談室）

妊娠、出産、育児に関する不安や悩みについて、母子健康コーディ
ネーターがゆっくりとお話を伺いながら、安心して出産・子育てがで
きるようサポートしていきます。

平日
8：30～17：15

産前・産後サポート事業 妊娠・出産、育児の悩みに対して保健師・助産師等が相談をお受けします。 平日
要予約

産後ケア事業 産後の育児不安や体調不良があり、家族等から支援が受けられない
方を対象に、産科医療機関や、助産所においてケアを行います。 要予約

電話訪問 出産後3週間目頃に、助産師等による電話訪問が有ります。心配事な
ど、ご相談ください。

平日
産後3週目

こんにちは
赤ちゃん訪問

生後4カ月までの乳児がいる全てのご家庭に保健師・助産師が訪問
し、体重の計測・発育発達の確認・育児相談・授乳相談・育児情報の提
供などをします。

平日
訪問1回

低体重児届出
未熟児訪問

出生体重2,500g未満の場合、低体重児届を提出して下さい。
お子さまが未熟児で出生した時は、保健師等が訪問をします。 出生届時

乳幼児家庭訪問
妊産婦家庭訪問

乳幼児または、妊婦さんがいるご家庭に訪問し、妊娠中の心身の相談
や、お子さまの発育発達や育児についての相談ができます。

平日
要予約

電話相談 妊婦さんの健康相談や、育児・離乳食・授乳・発育発達の相談ができます。 平日
随時

子育て相談 育児・離乳食・発育発達などの相談ができます。
身長・体重の計測ができます。
※計測のみ希望の方は、予約は不要です。

毎月1回
要予約子どもの栄養相談

マタニティセミナー おおむね妊娠24週以降の妊婦さんを対象に、赤ちゃんのお風呂の入
れ方や、妊娠疑似体験などができます。 年8回

赤ちゃん教室 2～4か月までの児を対象に、ベビーマッサージの体験と講話（お母さ
んと赤ちゃんの健康等）があります。 年12回

離乳食教室 離乳食のすすめ方について栄養士が講話します。
（内容：2回食への進め方） 年12回

もおか健康相談24 24時間年中無休の電話健康相談サービスです。
フリーダイヤル　☎0120-335-140

各種相談・教室・訪問指導事業 問 こども家庭課 母子健康係 
 ☎ 83-8121　 83-8619
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　かかりつけ医に予約の上、体調の良い時に接種をしましょう。予防接種では、ごくまれに副反応がおこることがありま
す。出生時にお渡しする「予防接種と子どもの健康」をよく読み、接種の必要性や副反応について気になることや分からな
いことがある場合は、接種前に医師に質問するなど、十分に理解した上で接種してください。また、市外の医療機関で接種
を希望される方は事前に健康増進課へご連絡ください。
◎定期予防接種
　予防接種法で定められた予防接種で、対象年齢の範囲内であれば、無料で予防接種を受けることができます。

予防接種の種類 対象年齢（標準的接種年齢） 接種回数

ロタ
1価 生後6週0日～生後24週0日まで 2
5価 生後6週0日～生後32週0日まで 3

小児用肺炎球菌 生後2カ月以上5歳未満
接種を始める月齢によって、接種回数が異なります。 1～4

ヒブ
（インフルエンザ菌b型）

生後2カ月以上5歳未満
接種を始める月齢によって、接種回数が異なります。 1～4

四種混合 生後2カ月以上7歳6カ月未満 4
二種混合 11歳以上13歳未満（小学6年生）　※市から案内します。 1
BCG 1歳未満（生後5カ月以上8カ月未満） 1
B型肝炎 1歳未満 3
水痘 生後12カ月以上36カ月未満 2

麻しん風しん混合 1期：生後12カ月以上24カ月未満 1
2期：小学校入学前の年度（年長時の4/1～3/31）　※市から案内します。 1

日本脳炎

1期：生後6カ月以上7歳6カ月未満（3～4歳） 3
2期：9歳以上13歳未満（9歳）　※市から案内します。 1

【特例措置対象者】
⃝ 平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満の方は、一時期接種が中止となった

ため、接種が不十分となっています。1期3回、2期1回の合計4回の接種が未完
了の方は、不足分を無料で接種できます。

⃝ 平成19年4月2日から平成21年10月1日までの生まれで、1期3回の接種を終
えていない方は、9才から13才までの期間、不足分を無料で接種できます。

→母子手帳をご確認の上、不明な点は市健康増進課までお問合せください。

残り回数

予防接種事業 問 健康増進課 地域医療係 
☎ 81-6946

子どもの予防接種
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　18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもを
養育している、ひとり親家庭の保険診療分の医療費を助成
する事業です。ただし、この助成制度には所得制限があり
ます。
　受給対象者は、配偶者のいない方（母または父および寡
婦（夫）である養育者）およびその子ども等です。
受給資格証の交付申請

請求者の状況により必証書類が異なりますので、健康保険
被保険者証を持参の上、こども家庭課へ一度相談ください。
※戸籍謄本等が必要な場合もあります。
助成申請
　ひとり親家庭医療費助成申請書に保険点数等がわかる
領収書を貼付して、こども家庭課または二宮支所へ提出し
てください。

（申請書は、こども家庭課または二宮支所にご用意してい
ます。また、ホームページでダウンロードすることもでき
ます。）
その他

・毎年8月に更新の手続きとして現況届の提出が必要です。
届出がない場合は、11月以降の医療費の助成が受けられ
なくなりますので、ご注意ください。

・高額療養費や付加給付がある場合、それらを差し引いた
金額を助成します。

・住所、氏名、加入保険などに変更があったときは、こども
家庭課まで届出をお願いします。

ひとり親家庭医療費の助成
問 こども家庭課 子育て支援係

☎ 83-8131　 83-8619

　出生または転入から高校3年生修了まで（18歳に達する
日以降の最初の3月31日まで）の保険診療分の医療費を助
成します。
受給資格証の交付申請
　こども家庭課に健康保険被保険者証を持参のうえ、受給
資格証の交付を受けてください。
※出生・転入の手続きの際、あわせてご案内します。
助成の受け方
①栃木県内の医療機関等を受診する場合
　健康保険被保険者証と受給資格証を提示することで、窓
口での支払いが不要になります。
②栃木県外の医療機関等を受診する場合
　窓口で自己負担分を支払った後、医療費助成申請書に保
険点数等がわかる領収書を貼付して、こども家庭課または
二宮支所へ申請してください。

（申請書は、こども家庭課および二宮支所にご用意してい
ます。また、ホームページでダウンロードすることもでき
ます。）
その他

・高額療養費や、付加給付の対象となる場合、それらを差し
引いた金額を助成します。

・住所、氏名、加入保険などに変更があったときは、こども
家庭課まで届出をお願いします。

こども医療費の助成
問 こども家庭課 子育て支援係

☎ 83-8131　 83-8619

医療費助成制度

◎任意予防接種
　希望して接種を受ける法定外の予防接種です。下記の予防接種費用の一部を助成します。

予防接種の種類 対象年齢 助成額上限 回数 詳細

おたふくかぜ 1歳以上小学校就
学前の未罹患児 1回3,000円 2 1回目：1歳以上

2回目：5歳以上小学校就学前

インフルエンザ 1歳以上小学校6
年生相当 1回2,000円 2 毎年10月1日～翌年2月末日

2回目は4週間の間隔をあけて

予防接種の種類 対象年齢（標準的接種年齢） 接種回数

子宮頸がん

小学6年生から高校1年生相当までの女子（中学1年生）
※キャッチアップ接種対象者

【令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間】
接種日において真岡市内に住所を有し、下記の2つを満たす女性の方
・誕生日が平成9年4月2日から平成19年4月1日の方
・過去に子宮頸がんワクチンの接種を合計3回受けていない方

3
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　妊娠届をした月の初日または転入した日から出産した
月の翌月末日までの保険診療分の医療費を助成します。
受給資格証の交付申請
　こども家庭課に健康保険被保険者証を持参のうえ、受給
資格証の交付を受けてください。
※ 母子健康手帳（P73）を交付する際および転入の手続き

の際、あわせてご案内します。
助成申請
　妊産婦医療費助成申請書に保険点数等がわかる領収書
を貼付して、こども家庭課または二宮支所へ提出してくだ
さい。

（申請書は、こども家庭課または二宮支所にご用意してい
ます。また、ホームページでダウンロードすることもでき
ます。）
その他

・ 高額療養費や付加給付がある場合、それらを差し引いた
金額を助成します。

・ 住所、氏名、加入保険などに変更があったときは、こども
家庭課まで届出をお願いします。

妊産婦医療費の助成
問 こども家庭課 子育て支援係

☎ 83-8131　 83-8619

　不妊治療を受けたご夫婦に対し、治療費の一部を助成し
ます。
対象者
　法律上の婚姻をしている夫婦であって、次のすべてに該
当する方
① 保険適用外の不妊治療・人工授精・体外受精・顕微授精が

必要と医師に判断された方
② 夫婦ともに1年以上前から真岡市に住民登録していること
③夫婦ともに市税を滞納していないこと
助成額
　費用の1/2（1年度あたり上限15万円）とし、通算5年ま
で助成します。
　ただし、体外受精・顕微授精の初回申請年度のみ30万円
まで助成します。
※ 健康保険、勤務先等の助成制度の対象となる場合、その

差額が市の助成対象となりますので、それらの手続きを
優先してください。

申請に必要なもの
　申請関係書類（①～③）はこども家庭課窓口にご用意し
ています。
また、ホームページでダウンロードすることもできます。
①真岡市不妊治療費助成事業費補助金交付申請書
②真岡市不妊治療費助成事業受診等証明書
③補助金交付請求書
④医療機関発行の領収書（コピー可）
⑤ 他から助成があるときはその交付決定通知書等（コピー

可）

不妊治療費の助成
問 こども家庭課 子育て支援係

☎ 83-8131　 83-8619

真岡ハイトラ運動公園陸上競技場の東側に
位置する「子ども広場」は、1～3歳、3～6歳、
6～12歳の3段階の年齢層にエリア分けされ、
それぞれの年齢にふさわしく安全な遊具を
そろえています。料金は無料。⇒P113

真岡ハイトラ運動公園（総合運動公園）子ども広場
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◎入所対象児童
　保育所（園）は、保護者やその家族が働いている場合、または、出産・疾病などの理由により、その家庭において保育ができ
ない乳幼児（0歳～5歳児）を預かります。
保育所（園）一覧

保育所（園）名 区分 定員 電話 保育所（園）名 区分 定員 電話
真岡保育所 公立 170 ☎82-2200 真岡めばえ保育園 私立 120 ☎82-3955
中村保育所 公立 106 ☎82-4003 萌丘東保育園 私立 90 ☎82-1437
西田井保育所 公立 45 ☎83-1043 西真岡第二保育園 私立 120 ☎80-1760
物部保育所 公立 80 ☎75-0305 にのみや保育園 私立 100 ☎73-2200
西真岡保育園 私立 224 ☎84-1313 真岡あおぞら保育園 私立 105 ☎82-5347
⃝ 休日⇒日曜、祝日、年末年始
⃝ 食事、おやつ代⇒3歳未満児は保育料に含まれますが、3歳以上児は主食費、副食費ともに保護者負担です。2人目以降の

副食費については、補助の対象となります。
⃝保育料⇒保護者の市民税の所得割額により決まります。兄弟姉妹で同時入所の場合、2人目は1/4、3人目は無料です。3歳以

上児は無償化の対象となります。
◎入所申込み受付　保育課保育係
◎特別保育事業　申し込みや料金等については、各実施保育所（園）へお問い合わせください。

保育所（園）名 延長保育 一時保育 休日保育 病後児保育 その他
真岡保育所 7：30～19：00 ○

⃝

乳
児（
1
歳
未
満
）保
育

⃝

障
が
い
児
保
育
　
　
　

中村保育所 7：30～19：00
西田井保育所 7：30～19：00
物部保育所 7：30～19：00
西真岡保育園 7：00～20：00 ○
真岡めばえ保育園 7：00～20：00 ○
萌丘東保育園 7：00～19：00 ○
西真岡第二保育園 7：00～19：00 ○ ○
にのみや保育園 7：00～19：00 ○
真岡あおぞら保育園 7：00～19：00

＊ 一時保育…保護者が疾病、出産、学校行事参加および保護者のリフレッシュ等により、家庭において一時的に保育が困難
になった児童を預かります。

＊ 休日保育…日曜日の保護者等の勤務等により、家庭において保育が困難な児童を預かります。
　（各保育所・園の入所児童が対象）
＊ 病後児保育…市内に居住し、病気の回復期にあるお子様で、保護者が勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭などの理由

により家庭での保育ができない就学前の児童を一時的に預かります。

保育所（園） 問 保育課 保育係 
 ☎ 83-8035　 83-8554
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◎入所対象児童
　幼稚園（3歳～5歳）と保育所（0歳～5歳）の機能や特長をあわせ持った施設です。ただし、保育所部分は、保育所と同様、家
庭で保育ができない乳幼児を預かります。
私立認定こども園一覧

認定こども園名 定員 住所 電話 開所時間
真岡ふたば幼稚園
いちごの杜保育園 245 東大島1081 ☎84-5151 7：00～20：00

牧が丘幼稚園 294 西高間木515 ☎84-2353 7：00～18：30
せんだん幼稚園 125 久下田794 ☎74-0252 7：00～19：00
にのみや認定こども園 160 久下田1751 ☎74-3021 7：00～18：30
高ノ台幼稚園 255 台町2323-1 ☎82-2325 7：00～19：00
真岡ひかり幼稚園 261 寺内75 ☎82-3982 7：00～19：00
萌丘幼稚園 75 熊倉町4795-3 ☎84-2622 7：00～19：00
にしだ幼稚園 168 飯貝178 ☎82-1174 7：30～18：30

私立認定こども園（幼保連携型）
問 保育課 保育係　☎ 83-8035　 83-8554

◎入所申込み受付　直接、認定こども園へ

病児保育
問 保育課 保育係　☎ 83-8035　 83-8554

病児保育 西真岡 Sick Kids　　☎ 81-7074

対象となるお子さん
　市内在住または市外から市内の保育施設・小学校に通っ
ている児童で、保護者が就労などやむを得ない理由により
家庭での看護が困難なお子さん
対象となる疾患
　感冒や消化不良症などの日常罹患する疾患、喘息等の軽
度の慢性疾患、インフルエンザ、はしか、みずぼうそう、風
疹などの感染性疾患（入院加療が必要な場合や症状が重い
場合は利用できません）
実施施設
病児保育　西真岡　Sick Kids

（西真岡こどもクリニック併設）
真岡市高勢町3丁目205番地1　☎0285-81-7074
定　　員：1日当たり12名
保育時間：午前8時～午後6時
利用期間：1回につき原則7日間まで
休　　日：土曜日、日曜日、祝日、8/13～8/16、12/28～1/3

利用時間 3時間未満 3～5時間 5時間以上
生活保護世帯 無料 無料 無料
市民税非課税世帯   150円   250円   500円
その他世帯   600円 1,000円 2,000円
市外在住者 1,200円 2,000円 4,000円

※3時間未満利用の方は昼食代（300円）やおやつ代（100円）が別途
かかります。

※緊急を要する場合には、保護者の了承を得ずに、医療施設に搬送し
治療措置を行う場合があります。その際の受診料やかかった費用
は、別途保護者の負担となります。

利用方法
　西真岡こどもクリニックのサイトからインターネット
で予約（インターネット環境がない場合は利用時間内にお
問い合わせください）

利用料
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子育て中の誰もが自由に、かつ気軽に利用できる雰囲気の中で、育児全般についての相談・指導、親と子の交流、子どもの遊び
や体験活動などを実施しています。
子育て支援センター開設日および時間

区分 第一子育て
支援センター

第二子育て
支援センター

二宮地域サロン
（二宮コミュニティセンター）

にのみや保育園
子育て

支援センター

開設日 祝日および年末年始を
除く毎日

月曜日～金曜日
※祝日および年末年始を除く

毎週水曜日
※開設日はウィークリー

ニュースもおか等に掲載
月曜日～金曜日

※祝日および年末年始を除く

開設時間 9：00～11：30、
12：30～16：30

9：00～11：30、
12：30～16：30 9：00～12：00 9：00～12：00、

13：00～15：00

問合せ ☎・ 84-1545 ☎・ 84-4100
☎・ 84-1545
※第一子育て支援センター

にお問い合わせください
☎73-2200

74-2611

子育て支援

◎入所申込み受付　直接、実施施設へ
家庭的保育施設

施設名 定員 住所 電話 開所時間
ちびっこランドイオンタウン真岡園 19 台町2668 ☎81-3651 7：30～19：00
にじいろ保育園 19 上大田和1313 ☎81-5022 7：30～19：00
スマイル保育園 19 熊倉三丁目40-2 ☎81-3414 7：30～19：00

◎入所対象児童
　保護者やその家族が働いている場合、または、出産・疾病などの理由により、その家庭において保育ができない乳幼児（0
歳～2歳児）を預かります。
小規模保育施設－A型一覧

特定地域型保育施設
問 保育課 保育係　☎ 83-8035　 83-8554

施設名 定員 住所 電話 開所時間
家庭的保育所かあかんハウス 3 熊倉町4834番地7 ☎080-4326-8415 7：00～18：00
◎入所申込み受付　直接、実施施設へ

施設名 所在地 電話番号
真岡病院託児所 荒町三丁目46番地9 ☎83-6161
真岡中央クリニックすこやか託児所 上高間木二丁目24番地5 ☎82-2245
古河ヤクルト販売（株）真岡荒町センター託児室 荒町1110番地1 ☎84-5902
古河ヤクルト販売（株）真岡西センター託児室 熊倉二丁目24番地4 ☎82-9423
にじいろ保育園※ 上大田和1313番地 ☎81-5022
田井の里保育園 西田井748番地2 ☎81-6500

　法律に基づく認可保育所ではありませんが、民間の育児サービス施設として、日中、就労などの理由により、家庭で保育
できない乳幼児をお預かりします。従業員のお子さんを対象としている施設と、地域のお子さんも合わせてお預かりする、
企業主導型保育施設があります。
認可外保育施設一覧

認可外保育施設
問 保育課 保育係　☎ 83-8035　 83-8554

※企業主導型保育施設　◎入所申込み受付　直接実施施設へ
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保護者が仕事等により日中家庭にいない小学生を対象に放課後児童クラブが開設されています。入会ご希望の方は、それぞ
れの児童クラブにご相談ください。

（1）開設されている児童クラブ
区分 クラブ名 電話番号

公設民営
真岡小学校留守家庭児童会 ☎84-5574
真岡東小学校留守家庭児童会 ☎84-0180
真岡西小学校留守家庭児童会 ☎84-5575

民設民営

生活体験悠々塾1（西真岡保育園） ☎84-1313
生活体験悠々塾2（西真岡第二保育園） ☎80-1760
牧が丘学童つばさ教室（牧が丘幼稚園） ☎84-2353
めばえ児童クラブ（真岡児童館） ☎80-6980
第2めばえ児童クラブ（真岡児童館） ☎80-6980
第3めばえ児童クラブ（真岡児童館） ☎80-6980
真岡ひかり幼稚園学童保育（真岡ひかり幼稚園） ☎82-3982
にしだわんぱくクラブ（にしだ幼稚園） ☎82-1174
真岡ふたば児童クラブ（真岡ふたば幼稚園） ☎84-5151
キッズせんだん児童クラブ（せんだん幼稚園） ☎74-0252
にのみや放課後児童クラブ（にのみや認定こども園） ☎74-3021
いきいき萌丘クラブ（萌丘幼稚園） ☎84-2622
萌丘東学童クラブ（萌丘東幼稚園） ☎84-6722
高ノ台学童クラブ（高ノ台幼稚園） ☎82-2325
真岡さくら幼稚園児童クラブ（真岡さくら幼稚園） ☎82-2089

放課後児童クラブ
問 保育課 保育係　☎ 83-8035　 83-8554

（2）入会できる児童　おおむね小学1年生から6年生までの留守家庭の児童

　真岡市内には、私立幼稚園が4園あり、各園で3歳児、4歳
児、5歳児を対象とした幼児保育を行っています。詳しく
は、各園へお問い合わせください。

私立幼稚園 所在地 電話
真岡杉の子幼稚園 並木町三丁目6-16 ☎82-1658
真岡さくら幼稚園 田町1054-1 ☎82-2089
高ノ台第二幼稚園 西郷206 ☎84-3737
萌丘東幼稚園 東郷395-1 ☎84-6722

⃝食事代⇒主食費、副食費ともに保護者負担です。
2人目以降の副食費については、補助の対象と
なります。

⃝保育料⇒満3歳以上児は、無償化の対象となります。（月
額上限25,700円）

◎私立幼稚園第3子以降保育料特別援助事業費補助金
　真岡市に住所がある園児で、私立幼稚園へ第3子以降が
在園している世帯（同時在園の条件はありません。）
補助事業内容
　市民税所得割課税額の税額区分により保育料を減免

私立幼稚園
問 保育課 保育係　☎ 83-8035　 83-8554

所在地 台町2474-1（真岡駅舎内）
開設時間 10：00～18：00　※料金無料
休館日 火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
対象 0歳から小学2年生までのお子さんと保護者
問合せ ☎83-8881

真岡駅子ども広場
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支給対象
　離婚等により児童が父親または母親と生計を同じくし
ていない母子父子世帯等や、親が重度の障がいの状態にあ
る世帯で、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児
童を養育している母または父、または父母に代わって児童
を養育している方に支給されます。ただし、公的年金を受
けることができる場合にはその額が児童扶養手当の額よ
り低い場合、差額分の手当が受給できます。
　扶養児童が18歳になる年度末まで支給されますが、本
人および同居の家族の所得制限があります。
支給額  物価の動向により変動します。
手当を受けるには
　事前の面接と請求者の状況により、必要書類が異なりま
すので、問い合わせ先まで一度ご相談ください。
支給時期  原則として、毎年奇数月に、それぞれの前月分

までが支給されます。
その他 ⃝毎年8月に更新の手続きとして現況届の提出

が必要です。提出がない場合には11月分以降
の手当が受けられなくなりますので、ご注意
ください。

児童扶養手当
問 こども家庭課 子育て支援係

☎ 83-8131　 83-8619

利用料金の一部補助（平成28年4月以降の活動より）
　依頼会員が利用した時間に対し、1時間あたり200円を
補助します。（利用料が半額の場合は100円）
　申請には下記のものが必要となります。

真岡市ファミリー・サポート・センター事業利用料補助
金交付申請書
 真岡市ファミリー・サポート・センター事業利用補助金
交付請求書
援助活動報告書の写し
印鑑　 申請者名義の金融機関通帳

平日の午前7時～午後7時 1時間あたり700円
上記以外の時間および土日・休日 1時間あたり800円
⃝ 1時間を超える場合は、30分単位で料金の半額を加算

します。
⃝ 交通費や食事・おやつ代等のかかった費用は、依頼会員

の実費負担となります。
⃝ 同一世帯の子どもを複数預かる場合は、2人目から半

額となります。

支給対象
　15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童（中
学校修了前の児童）を扶養している方。ただし、所得が一定
額以上の場合には、児童手当法の附則に基づく特例給付

（児童1人あたり月額一律5,000円）を支給します。

児童手当
問 こども家庭課 子育て支援係

☎ 83-8131　 83-8619

児童・母子福祉

　「子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）」と「子育て
のお手伝いをしたい人（提供会員）」が会員となります。子
どもの一時的な預かりや送迎等を依頼できます。
会員の条件
依頼会員… 市内在住または在勤で生後6カ月から小学校6

年生までの子どもを養育している方
提供会員… 市内在住で心身ともに健康で子育てに熱意と

意欲のある20歳以上の方（栃木県が実施する
講習を受講した後の登録となります。）

両方会員…依頼会員と提供会員の両方を兼ねる方
援助できる内容
⃝保育園や幼稚園、学校、学童保育の送迎や、それらの開始

前・終了後の子どもの預かり。
⃝ 保護者が通院や冠婚葬祭等の用事ででかける際の、子ど

もの預かり。
⃝ 子どもは原則、提供会員の自宅で預かります。病後児の

預かりや宿泊は行いません。
利用料金

真岡市ファミリー・サポート・センター
問 こども家庭課 子育て支援係

☎ 83-8131　 83-8619

支給手続き
　児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所
地の市町村長（公務員の方は勤務先）の認定を受けること
により、申請した翌月分から支給されます。
○申請に必要なもの

申請者名義の預金通帳
申請者と配偶者のマイナンバー
申請者の健康保健被保険者証の写し（国家公務員共済
組合、地方公務員等共済組合などの共済組合の方のみ）

支給額
3歳未満の児童 一律15,000円（月額）
3歳以上小学校修了前の児童
　　　　　　 　第1子・第2子 10,000円（月額）
　　　　　　 　第3子以降 15,000円（月額）
中学生 一律10,000円（月額）
支給時期  原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれ

の前月分までが支給されます。
その他 ⃝ 令和4年から現況届の提出が原則不要になり

ます。（対象の方には個別に通知します）
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支給対象
❶ 父母の一方が死亡した児童を養育している父または母

で現に配偶者を有しない方
❷ 父母以外の方で父母の一方または両方が死亡した児童

と同居、監護し、生計を維持している方
❸市民税所得割が非課税の方
手当月額 児童1人につき3,000円

遺児手当
問 こども家庭課 子育て支援係

☎ 83-8131　 83-8619

貸付を受けられる方
⃝母子福祉資金　 20歳未満の子を扶養している母子家庭

の母とその児童
⃝父子福祉資金　 20歳未満の子を扶養している父子家庭

の父とその児童
⃝寡婦福祉資金　 寡婦（配偶者のない女子であってかつ母

子家庭であった方）
貸付種類  修学資金、就学・就職支度資金、修業資金（運転

免許取得等）、転宅資金等

母子・父子・寡婦福祉資金
問 こども家庭課 家庭相談係

☎ 82-1113　 83-8619

項目 内容

小学校に
入学するとき

（1） 入学前に就学時健康診断通知書を発送しますので、記載された日時に指定された学校で受診して
ください。

（2） 毎年1月末日までに次年度小学校へ入学する児童（満6歳）の保護者に、入学通知書を郵送します。住
所の異動がある場合や、2月上旬まで通知が届かない場合は、学校教育課総務係へご連絡ください。

中学校に
入学するとき

在学の市立小学校を通じて2月上旬までに入学通知書を配布します。住所の異動がある場合や、市立以
外の小学校から市立中学校へ入学希望の場合は、学校教育課総務係へご連絡ください。

市内の
転校手続き

（1）現在通っている学校で在学証明書、教科書給与証明書の交付を受けてください。
（2） （1）の書類を持って市民課で住所異動と学校教育課で入学の手続きをしてください。
（3） （2）で発行した入学通知書と（1）の書類を持って、指定の学校で入学の手続きをしてください。

市外への
転校手続き

（1） 現在通っている学校で在学証明書と教科書給与証明書、市役所で転出証明書の交付を受けてくだ
さい。

（2） （1）の書類と印鑑を持って転出先市役所等で転入・入学の手続きをしてください。

市外からの
転校手続き

（1） 現在通っている学校で在学証明書と教科書給与証明書、市役所等で転出証明書の交付を受けてく
ださい。

（2） （1）の書類を持って、市民課で転入手続を行うとともに、学校教育課で入学の手続きをしてくださ
い。

（3） （2）で発行した入学通知書と（1）の書類を持って、指定の学校で入学手続きをしてください。
学区外・
区域外就学 許可申請等が必要となりますので、事前に学校教育課総務係にご相談ください

【学校教育】入学・転校 問 学校教育課 総務係
☎ 83-8180　 83-4070
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　この制度は、経済的理由により入学、修学が困難な方に
学資等を無利子で貸与し、広く、有能な人材を育成するこ
とを目的としています。

利用には学業成績、世帯収入、保証人等の要件があります。
募集期間 毎年2月上旬～3月中旬
◎修学資金
　本市に1年以上住所を有し、品行が正しく、健康な方で、
大学、短期大学、専門学校、高等専門学校、高等学校に在学、
または入学予定の方。（ただし、在学のための転出は可）
貸付額

高等学校、高等専門学校は月額20,000円、それ以外の大
学等は月額40,000円（年4回に分けて貸与）
返還 卒業後2年経過後、貸与した年数の2.5倍に相当す

る期間内に、半年賦による均等払い
◎入学資金
　本市に1年以上住所を有し、大学、短期大学、福祉・医療・
看護教育を行う専門学校に入学しようとする方の保護者
貸付額 300,000円
返還 貸与した年から3年間で、半年賦による均等払い

奨学金制度
問 学校教育課 総務係

☎ 83-8180　 83-4070

　この制度は、奨学金を受けて大学、短期大学、高等専門学
校および大学院に進学した方に対し、返済した奨学金の一
部を補助することで、市内への定住促進を図ります。
対象となる主な奨学金
❶日本学生支援機構　第一種奨学金
❷地方自治体が貸与する無利子の奨学金
❸公益財団法人栃木県育英会が貸与する奨学金
補助額
　前年度に返還した金額（限度額あり）

真岡市就労者定住促進奨学金返還支援事業補助金
問 学校教育課 総務係

☎ 83-8180　 83-4070
各学校の所在地・電話番号等については、施設一覧 

P112をご覧ください。

小学校

各学校の所在地・電話番号等については、施設一覧 
P112～113をご覧ください。

中学校
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